
 

 

 ５番目、新居浜市地域防災計画令

和６年度修正版についてお聞きいた

します。 

 近年、地震や豪雨災害が全国各地

で頻発し、甚大な被害が発生してお

ります。特に令和４年台風第14号、

令和５年台風第７号、そして令和６

年能登半島地震では、想定を超える

水害、土砂災害や地震による被害が

報告され、防災対策の重要性が改め

て浮き彫りとなりました。このよう

な状況下で、令和７年２月に開催さ

れた新居浜市防災会議において地域

防災計画の令和６年度修正版が決定

されたと承知しております。 

 この修正は、災害対策基本法に基

づき、市民の生命、身体、財産を災

害から保護することを目的として行

われたものですが、具体的にはどの

ような修正が行われたのか、また、

市民にとってどのような影響がある

のかについてお聞きいたします。 

 まず、令和６年度修正版の策定に

至った背景と目的についてお聞きい

たします。 

 市ホームページによると、令和６

年度修正版では、令和７年２月の防

災会議で決定されたと記載されてい

ましたが、どのような社会情勢や新

たなリスク評価が修正の必要性を生

んだのでしょうか。 

 例えば、近年の気象災害の激甚化

や南海トラフ地震の新たな科学的知

見、さらには国の防災基本計画の改

定などが影響したのでしょうか。 

 また、令和３年度修正概要と比較

して、今回の修正にはどのような特

徴や新たな視点が含まれているので

しょうか、お伺いいたします。 

 これにより、市民が修正の必要性

を理解し、防災意識を高める一助と

なると考えます。 

 次に、修正内容の詳細についてお

聞きいたします。 

 本市ホームページに掲載された資

料では、令和６年度修正版の概要が

ＰＤＦ形式で公開されていますが、

具体的な修正項目やその内容につい

て、市民に分かりやすく説明する情

報が不足していると感じます。 

 例えば、災害予防対策、応急対

策、復旧・復興対策のどの部分に重

点が置かれたのか、また、避難所運

営、情報伝達体制、ライフライン確

保、要配慮者支援など、具体的な分

野での変更点はどのようなものがあ

るのでしょうか、お伺いいたしま

す。 

 地域防災計画では、市民の生命と

財産を守るための基盤であり、その

内容が市民に理解され、実際の避難

行動や防災活動に結びつくことが不

可欠です。 

 しかし、公開されている資料は専

門的な内容が多く、一般市民にとっ

て理解しづらい側面があります。修

正内容を市民に分かりやすく伝える

ための取組、例えば説明会の開催や

広報活動はどのように行われている

のでしょうか、お伺いいたします。 

 また、自主防災組織や地域住民の

意見を修正に反映させるため、新た

な取組などはあるのでしょうか、お

伺いいたします。 

 次に、令和６年度修正版を踏まえ

た今後の課題とさらなる防災計画の

改善に向けた展望についてお聞きい

たします。 

 今回の修正により、本市の防災体

制は一定の強化が図られたと推察し

ますが、新たな災害リスクや社会変

化に対応するため、持続的な見直し

が必要です。 

 例えば、気候変動に伴う豪雨や高



 

潮のリスク増大、デジタル技術を活

用した情報伝達の高度化、災害時の

要配慮者の多様なニーズへの対応な

ど、課題は山積しております。 

 また、新居浜市消防本部の災害情

報や防災センターの活用状況を見る

と、市民の防災教育や訓練の機会が

重要であると考えられます。 

 今後、どのようなスケジュールや

方針で、地域防災計画の更新を進め

るのか、どのような新たな施策を検

討しているのか、あわせて、国や愛

媛県の防災施策との連携や、近隣自

治体との広域応援体制の強化につい

ても、どのような取組があるのか、

お伺いいたします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。小澤市民環境部危機管理監。 

○市民環境部危機管理監（小澤昇）

（登壇） 新居浜市地域防災計画令

和６年度修正版についてお答えをい

たします。 

 まず、どのような社会情勢や新た

なリスク評価が、修正の必要性を生

んだのかについてでございます。 

 近年の人口減少や高齢化などによ

る地域コミュニティーの希薄化や、

高齢者、障害者等の避難体制の構

築、多様化する災害リスクへの対応

の強化、さらにはデジタル技術の進

展などにより、修正の必要が生じた

ものでございます。 

 また、修正に当たりましては、国

の防災基本計画及び県の地域防災計

画に沿った内容で行っております。 

 次に、今回の修正には、どのよう

な特徴や新たな視点が含まれている

のかについてでございます。 

 特徴といたしましては、保健師、

福祉関係者、ＮＰＯなどの多様な主

体と連携した被災者支援や、デジタ

ル技術の活用について修正を行って

おり、新たな視点といたしまして

は、令和６年能登半島地震を踏まえ

た修正を行っております。 

 次に、具体的な分野での変更点と

いたしましては、避難生活の改善

や、被災した飼養動物の管理に関す

る獣医師会や気象情報入手時の気象

防災アドバイザーなどの専門家との

連携等でございます。 

 次に、修正内容を市民に分かりや

すく伝えるための取組についてでご

ざいます。 

 計画に関わる対象者が多岐にわた

りますことから、計画全体の説明会

の開催は予定いたしておりません。 

 しかしながら、防災対策は、市

民、事業者、行政等が相互に連携、

協力して取り組むことで初めて強固

になりますことから、各種訓練や防

災センターにおける研修などの様々

な機会を捉えて、地域防災計画の修

正内容も含めて浸透させることがで

きるよう、引き続き努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、自主防災組織や地域住民の

意見を修正に反映させるための新た

な取組についてでございます。 

 今回の修正に当たり、新居浜市市

民意見提出制度を活用し意見募集を

行いましたが、いただいた御意見は

ございませんでした。 

 今後の修正におきましては、各種

防災訓練や研修等への参加者の感想

でありますとか、意見等も参考にし

ていきたいと考えております。 

 今後、どのようなスケジュールや

方針で、地域防災計画の更新を進め

るのか、どのような新たな施策を検

討しているのかにつきましては、今

年度末までに示される予定の愛媛県

地震被害想定調査の結果などを基

に、改正が予定されております愛媛



 

 

県地域防災計画の内容にも準拠し、

市の計画更新を進める予定といたし

ております。 

 新たな施策といたしましては、南

海トラフ地震防災対策において、国

から示された減災目標達成に向けた

具体的な施策とその達成時期を新た

に盛り込むことについて検討を行っ

ているところでございます。 

 次に、国や愛媛県の防災施策との

連携や近隣自治体との広域応援体制

の強化についてでございます。 

 近隣自治体との広域応援体制につ

きましては、中国・四国地方の災害

等発生時の広域支援に関する協定、

瀬戸内・海の路ネットワーク災害時

相互応援に関する協定及び災害時に

おける愛媛県市町相互応援に関する

協定を結んでいるところでございま

す。 

 災害発生時におきましては、これ

らの協定を最大限に活用し、国や県

も含め、近隣自治体と連携してまい

ります。 

○議長（田窪秀道） 藤原雅彦議

員。 

○２０番（藤原雅彦）（登壇） 地

域防災計画で最も大事なのは、市民

の方がそれを理解することだと思い

ます。 

 ここに手元にあります（資料を示

す）、今、僕が持っているのが、

2019年に新居浜市が発行いたしまし

た総合防災マップです。これは当

時、全自治会の所帯に全戸配布され

ました。そのときに、自治会加入率

は約62％でございました。令和５年

12月に新たな防災マップができまし

たけども、それはＰＤＦでデータの

みの話でございました。 

 昨年２月議会でそれをこういうペ

ーパーにして、全戸配布をしたらど

うかという質問をさせていただきま

したが、予算がかかるとか、配って

も捨てられるとか、そういった答弁

がございまして、そのときの最終答

弁は、令和６年度修正版が出たとき

には、改めて検討させていただきま

すということで、このたび令和６年

度修正版が出ました。 

 今日は本当に要望でございます

が、６年前の防災マップ、このとき

は能登半島地震はありませんでし

た。６年たって様々な災害が起きて

おります。 

 ですから、今回の改訂版をこうい

ったペーパーにして、できたら全戸

配布をしてほしいんです。それでも

予算的な関係があるんであれば、全

自治会加入世帯に配布していただき

たい。危機管理が、市民の生命、財

産を守るだけじゃないと思います。 

 市職員の使命は、市民の生命、身

体、財産を守る。これが私は公務員

たるべき使命だと思います。 

 自治会加入率が今52％です。来年

度予算の編成時期もありますので、

できたら防災マップ、ハザードマッ

プを最低でも、その方たちに、ぜひ

とも配布していただきたいことを要

望して、次の質問に移りたいと思い

ます。 

 


